
大
阪

正
念
寺
所
蔵

毘
沙
門
天
立
像
の
保
存
修
理

修
理
年
度

二
〇
〇
五
年
度

事

業

者

宗
教
法
人

正
念
寺
（
代
表
役
員

里
見

信
昭
）

事
業
助
成
者

大
阪
市

修
理
施
工
者

財
団
法
人

美
術
院

正
念
寺
は
、
天
王
寺
区
上
本
町
五
丁
目
に
所
在
す
る
浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
る
。

上
町
台
地
の
中
央
を
南
北
に
縦
断
す
る
上
町
筋
沿
い
に
広
が
る
、
八
丁
目
寺
町

と
も
上
本
町
筋
寺
町
と
も
呼
ば
れ
る
寺
町
街
区
の
南
端
に
位
置
す
る
。
八
丁
目

寺
町
の
周
辺
は
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
か
ら
始
ま
っ
た
大
坂
城
の
築
城
に

際
し
て
、
最
も
早
く
開
発
さ
れ
た
城
下
町
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
天
正
一
一
年

（
一
五
八
三
）
以
降
に
は
、
既
に
寺
町
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い（
１
）
る
。

正
念
寺
の
寺
歴
は
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
刊
行
の
『
大
阪
府
全
志
』
に

よ
れ
ば
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
六
月
の
建
立
と
記
さ
れ
て
い
る
。
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）
に
火
災
に
よ
っ
て
記
録
が
失
わ
れ
た
た
め
詳
し
い
寺
歴
は
不
明

で
あ
る
が
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
〜
一
七
八
九
）
の
七
世
順
誉
の
時
代
に
再
建

さ
れ
た
と
い（
２
）
う
。
他
方
で
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
成
立
し
た
『
蓮
門
精
舎

旧
詞
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
の
創
建
と
い（
３
）
う
。

本
像
は
、
大
坂
船
場
の
商
家
で
あ
る
綿
屋
か
ら
正
念
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
伝
来
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
同
様
の
由
緒
を
も
つ

木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
と
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
と
と
も
に
、
境
内
の
観
音
堂
に

安
置
さ
れ
て
い
た
。
現
在
観
音
堂
は
取
り
壊
さ
れ
、
像
は
本
堂
に
安
置
さ
れ
て

い（
４
）
る
。

大
阪
市
内
の
寺
町
に
は
、
寺
町
寺
院
の
創
建
よ
り
も
は
る
か
に
制
作
年
代
が

さ
か
の
ぼ
る
、
平
安
時
代
の
古
仏
が
い
く
つ
か
伝
来
し
て
い
る
。
本
像
も
、
と

も
に
安
置
さ
れ
る
木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
事
例
の
ひ

と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
経
年
化
に
よ
る
表
面
の
摩
滅
は
著
し
く
、
面
部
が
後
補

の
別
材
と
か
わ
っ
て
は
い
る
が
、
一
木
造
特
有
の
堂
々
と
し
た
体
躯
を
示
す
、

平
安
彫
刻
の
貴
重
な
遺
例
で
あ
り
、
二
〇
〇
四
年
に
大
阪
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ（
５
）
た
。

指
定
後
、
文
化
財
的
な
観
点
か
ら
、
改
め
て
本
像
の
保
存
方
法
に
つ
い
て
、

所
有
者
で
あ
る
宗
教
法
人
正
念
寺
と
大
阪
市
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
た
。
本
像

は
、
足
ホ
ゾ
部
分
の
経
年
変
化
に
よ
る
朽
損
と
、
台
座
の
框
部
分
の
亡
失
か
ら
、

像
と
台
座
と
の
接
合
に
不
整
合
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
像
を
安
置
す
る

う
え
で
、
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
早
急
に
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

あ
わ
せ
て
後
補
の
両
肩
先
が
、
造
立
当
初
の
様
相
と
は
整
合
し
な
い
こ
と
も
課

題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
財
団
法
人
美
術
院
に
委
託
し
、
大
阪
市
の
文
化

財
保
存
修
理
補
助
金
を
活
用
し
て
、
保
存
修
理
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
以
下
で
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。

―
修
理
報
告
―

鈴

木

慎

一
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法

量
総
高
一
三
二
・
〇

像
高
一
二
〇
・
六

髪
際
高
一
〇
八
・
五

頂
顎

二
五
・
七

面
長

一
二
・
八

面
幅

一
二
・
四

耳
張

一
六
・
四

面
奥

二
三
・
一

胸
厚
（
左
）
一
九
・
〇

腹
厚

二
二
・
六

臂
張

五
七
・
四

足
先
開
（
外
）
二
七
・
五

足
先
開
（
内
）
一
三
・
七

邪
鬼
高
一
四
・
四

邪
鬼
長
四
八
・
二

形

状
単
髻
を
結
う
。
摩
耗
が
著
し
い
が
、
お
そ
ら
く
毛
筋
は
彫
出
せ
ず
平
彫
と
思

わ
れ
る
。
地
髪
部
も
毛
筋
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
毛
束
の
み
を
彫
出
す
る
。
単
髻
の

前
面
に
山
形
の
宝
冠
を
彫
出
す
る
。
天
冠
台
は
痛
み
が
激
し
く
、
当
初
の
様
相

は
判
然
と
し
な
い
が
、
後
補
の
部
分
は
無
文
帯
か
ら
な
っ
て
い
る
。
彫
眼
像
で

あ
る
。
顔
は
わ
ず
か
に
右
側
に
振
り
、
眉
を
中
央
に
寄
せ
、
丸
い
眼
を
大
き
く

見
開
き
、
口
を
結
び
、
憤
怒
の
相
を
呈
し
て
い
る
。
鼻
は
扁
平
で
小
鼻
が
大
き

く
横
に
広
が
っ
て
い
る
。
鼻
孔
は
彫
出
さ
れ
る
。
耳
朶
は
不
貫
で
あ
る
。
猪
首

で
肩
幅
が
広
く
堂
々
と
し
た
恰
幅
で
あ
る
。

大
衣
と
袴
を
付
け
て
着
甲
す
る
。
広
袖
と
翻
え
る
よ
う
な
鰭
袖
を
あ
ら
わ
す
。

右
腕
は
屈
臂
し
、
上
腕
を
振
り
上
げ
て
、
顔
の
高
さ
で
五
指
を
捻
じ
て
三
鈷
戟

を
と
る
。
戟
は
黒
漆
仕
上
げ
で
あ
る
。
左
腕
も
屈
臂
し
、
掌
を
上
に
向
け
て
胸

横
で
宝
塔
を
と
る
。
宝
塔
は
金
色
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
腰
廻
り
に
天
衣
を
纏

う
が
、
体
部
か
ら
の
遊
離
部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
。
背
面
の
裳
裾
は
長
く
垂
れ

下
が
り
、
足
首
部
分
ま
で
達
す
る
。
臑
当
は
着
け
な
い
。
沓
を
は
く
。
腰
を
左

に
ひ
ね
り
、
重
心
を
わ
ず
か
に
左
足
に
か
け
て
、
邪
鬼
の
上
に
立
つ
。

邪
鬼
は
右
向
き
に
う
ず
く
ま
り
、
顔
を
わ
ず
か
に
左
に
ひ
ね
っ
て
、
両
臂
を

屈
臂
し
、
両
足
の
膝
を
折
り
伏
し
、
方
座
に
載
る
。

構

造
単
髻
か
ら
両
足
底
の
ホ
ゾ
ま
で
一
木
か
ら
彫
出
す
る
。
材
は
檜
で
あ
る
。
体

部
は
襟
後
か
ら
両
脚
後
に
至
る
線
で
前
後
に
割
り
、
内
刳
を
施
し
た
う
え
で
、

背
板
風
に
背
面
材
を
矧
い
で
い
る
。
天
冠
台
の
上
部
に
小
材
を
補
う
。
両
肩
先

は
別
材
で
、
左
肩
先
は
臂
と
手
首
で
別
材
を
矧
ぎ
、
右
肩
先
は
手
首
で
別
材
を

矧
ぐ
。
両
足
は
足
首
先
か
ら
踵
、
ホ
ゾ
を
含
め
別
材
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
。
両

沓
先
も
別
材
で
あ
る
。
持
物
、
邪
鬼
は
そ
れ
ぞ
れ
別
材
に
よ
る
。

修
理
前
の
状
況

（
本
躰
）

（
一
）
像
全
体
に
虫
蝕
朽
損
が
著
し
か
っ
た
。
特
に
髻
・
天
冠
台
・
腹
甲
部
・

肩
後
・
裾
廻
り
等
が
甚
だ
し
く
、
損
傷
が
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

（
二
）
像
各
所
に
虫
蝕
孔
が
多
数
認
め
ら
れ
た
。

（
三
）
面
相
部
に
後
補
材
が
矧
ぎ
付
け
ら
れ
て
い
た
。

（
四
）
両
耳
の
後
世
修
理
（
漆
木
屑
）
が
見
苦
し
か
っ
た
。

（
五
）
割
り
矧
ぎ
部
の
後
世
修
理
が
見
苦
し
か
っ
た
。
特
に
、
肩
後
ろ
か
ら
背

中
に
か
け
て
粗
雑
な
漆
木
屎
に
覆
わ
れ
て
い
た
。

（
六
）
両
肩
か
ら
先
、
腕
と
手
先
が
後
補
で
形
状
不
適
合
で
あ
っ
た
。

（
七
）
両
足
沓
先
を
含
め
両
脚
部
に
差
し
込
ま
れ
た
後
補
材
が
形
状
不
適
合
で

あ
っ
た
。

（
八
）
持
物
（
宝
塔
・
戟
）
が
後
補
で
形
状
不
適
合
で
あ
っ
た
。

（
台
座
）

（
一
）
邪
鬼
の
彩
色
が
白
下
地
よ
り
浮
き
上
が
り
、
す
で
に
剥
落
が
進
ん
で
い
た
。

（
二
）
左
前
腕
の
矧
ぎ
目
が
緩
ん
で
い
た
。

（
三
）
邪
鬼
の
ホ
ゾ
穴
が
緩
く
、
像
の
安
定
が
悪
か
っ
た
。
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（
四
）
框
部
が
亡
失
し
、
像
の
安
定
が
悪
か
っ
た
。

修
理
の
概
要

（
本
躰
）

（
一
）
像
全
体
に
虫
蝕
朽
損
が
著
し
い
た
め
、
像
全
体
を
ア
ク
リ
ル
樹
脂
（
商
品

名

パ
ラ
ロ
イ
ド
Ｂ
７２
溶
剤

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
九：

水
一
の
混
合
液
）

一
二
％
溶
液
で
材
質
硬
化
を
行
っ
た
。

（
二
）
朽
損
が
甚
だ
し
く
、
損
傷
移
行
の
恐
れ
が
あ
る
髻
・
天
冠
台
・
腹
甲
部

・
肩
後
・
裾
廻
り
等
は
、
ブ
チ
ラ
ー
ル
樹
脂
（
商
品
名

デ
ン
カ
ブ
チ
ラ

ー
ル
３
０
０
３
Ａ

溶
剤
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）
二
〇
％
溶
液
＋
砥
の
粉
＋

顔
料
を
内
部
に
充
填
し
て
さ
ら
に
材
質
強
化
し
、
表
面
に
メ
チ
ル
セ
ル

ロ
ー
ス
（
商
品
名

メ
ト
ロ
ー
ズ

Ｓ
Ｍ
１
５
０
０
）
二
％
水
溶
液
＋
木
粉

＋
顔
料
で
損
傷
移
行
を
防
止
し
、
損
傷
の
甚
だ
し
い
箇
所
は
桧
材
及
び

漆
木
屑
で
補
修
し
て
整
え
た
。

（
三
）
像
全
面
に
あ
る
虫
蝕
孔
の
内
部
に
ブ
チ
ラ
ー
ル
樹
脂
二
〇
％
溶
液
を
注

入
し
て
材
質
を
強
化
し
た
後
、
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス
（
Ｓ
Ｍ
１
５
０
０
）

二
％
水
溶
液
＋
木
粉
＋
顔
料
を
充
填
し
た
。

（
四
）
面
相
部
の
後
補
材
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
五
）
両
耳
の
修
理
跡
は
一
旦
取
り
外
し
、
新
た
に
檜
及
び
漆
木
屑
で
補
修
し

て
形
を
整
え
た
。

（
六
）
割
り
矧
ぎ
部
の
矧
ぎ
目
を
一
旦
解
体
し
、
欠
損
部
を
檜
材
で
補
っ
た
後
、

膠
及
び
漆
で
接
合
し
、
矧
ぎ
目
を
漆
木
屑
で
整
え
た
。

（
七
）
形
状
不
適
合
で
あ
っ
た
両
肩
先
に
つ
い
て
は
、
振
り
上
げ
て
い
た
右
腕

を
下
げ
る
形
で
檜
材
で
新
補
し
、
現
状
の
両
肩
先
は
別
保
存
と
し
た
。

（
八
）
形
状
不
適
合
の
両
沓
先
は
、
右
足
に
つ
い
て
は
足
ホ
ゾ
を
含
む
後
補
材

を
檜
の
新
補
材
と
交
換
し
、
左
足
も
沓
先
を
檜
材
で
新
補
し
て
形
状
を

整
え
た
。

（
九
）
後
補
の
持
物
（
宝
塔
・
戟
）
は
別
保
存
と
し
、
檜
材
漆
箔
仕
上
げ
で
新
補

し
て
形
状
を
整
え
た
。

（
台
座
）

（
一
）
邪
鬼
の
彩
色
の
浮
き
上
が
り
は
、
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス
（
Ｓ
Ｍ
１
５
０

０
）
二
％
水
溶
液
と
ア
ク
リ
ル
樹
脂
エ
マ
ル
シ
ョ
ン
（
商
品
名

プ
ラ
イ

マ
ル
Ａ
Ｃ
２
２
３
５
）
四
六
％
液
を
併
用
し
て
剥
落
止
め
を
行
っ
た
。

（
二
）
矧
ぎ
目
の
緩
ん
で
い
た
左
腕
は
膠
で
接
合
し
た
。

（
三
）
邪
鬼
の
像
底
と
ホ
ゾ
穴
に
新
た
に
檜
の
調
整
材
を
張
り
付
け
、
像
全
体

の
安
定
を
は
か
っ
た
。

（
四
）
檜
材
、
黒
漆
塗
り
の
方
座
を
新
補
し
て
像
の
安
定
を
は
か
っ
た
。

以
上
の
各
修
理
箇
所
は
す
べ
て
古
色
仕
上
げ
と
し
、
修
理
記
銘
の
銅
札
を
台

座
裏
に
打
ち
付
け
た
。

本
像
は
、
両
肩
か
ら
先
が
後
補
の
た
め
、
造
像
当
初
の
尊
名
や
、
両
肩
先
の

正
確
な
形
状
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
面
相
部
に
も
後
補
の
手
が
加
わ
っ
て

お
り
、
当
初
の
表
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
惜
し
い
が
、
太
く
短

い
首
、
張
り
出
し
た
肩
、
深
い
体
奥
は
、
一
木
造
の
特
色
を
生
か
し
た
量
感
豊

か
な
表
現
で
あ
る
。
木
心
は
体
内
に
込
め
て
い
る
。
他
方
で
、
衣
文
の
彫
り
口

は
、
体
躯
の
量
感
に
比
べ
る
と
浅
く
、
抑
揚
を
控
え
穏
や
か
で
静
的
な
表
現
と

な
っ
て
お
り
、
定
朝
様
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
。
天
衣
や
鎧
の
隈
取
り
の
線

な
ど
は
、
少
し
形
式
化
し
た
印
象
も
あ
る
が
、
市
内
に
残
る
貴
重
な
平
安
彫
刻

の
作
例
で
あ
る
。

腰
を
少
し
左
に
振
り
、
重
心
を
左
側
に
寄
せ
、
両
足
を
ほ
ぼ
揃
え
て
邪
鬼
の
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上
に
立
つ
。
後
補
の
両
肩
先
は
、
修
復
前
は
右
手
を
振
り
上
げ
、
左
手

で
宝
塔
を
掲
げ
る
形
で
あ
っ
た
。
し
か
し
体
躯
の
形
状
と
整
合
せ
ず
、

当
初
の
形
状
は
右
手
を
下
げ
る
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の

修
復
で
両
肩
先
を
新
造
す
る
に
あ
た
り
、
右
手
を
下
げ
る
形
を
と
り
、

大
き
く
形
状
が
変
更
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

文
化
財
の
保
存
修
理
、
特
に
指
定
文
化
財
の
場
合
に
は
、
文
化
財
が

造
立
さ
れ
た
当
初
の
形
状
を
踏
ま
え
、
で
き
る
限
り
当
初
の
様
相
に
近

い
形
を
考
え
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
建
造

物
な
ど
の
保
存
修
理
と
は
異
な
り
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て

い
る
彫
像
に
つ
い
て
は
、
後
世
に
補
わ
れ
た
部
材
を
含
め
て
長
年
親
し

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
彫
像
の
伝
来
の
由
緒
と
、
後
世
の

修
復
が
連
動
し
て
い
る
際
に
は
、
歴
史
資
料
の
保
存
と
し
て
の
観
点
か

ら
、
修
復
部
材
の
保
存
を
尊
重
す
べ
き
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
、
修
復

の
際
に
大
き
な
外
観
の
変
化
を
伴
う
事
例
は
希
少
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
修
復
は
、
像
の
形
状
と
後
補
部
分
の
不
整
合
の
度
合
が
著
し

い
こ
と
と
、
後
補
部
材
の
歴
史
資
料
的
な
意
味
合
い
が
薄
い
こ
と
を
踏

ま
え
、
大
き
な
外
観
の
変
更
を
伴
う
手
法
を
選
択
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
文
化
財
の
保
存
修
理
の
上
で
は
、
一
定
の
成
果
が
得
ら
れ
た
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
修
復
の
事
例
を
通
し
て
、
修
理
の
手
法
に
つ
い
て
は
、

最
善
と
思
わ
れ
る
方
法
を
、
文
化
財
所
有
者
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、

行
政
側
と
修
理
実
施
者
で
、
綿
密
に
検
討
し
て
い
く
必
要
性
を
改
め
て

実
感
し
た
。
大
阪
市
内
に
は
修
復
を
必
要
と
す
る
指
定
文
化
財
は
多
く
、

今
後
の
保
存
修
理
に
あ
た
っ
て
は
、
今
回
の
事
例
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、

よ
り
良
い
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
多
大
の
ご
指
導
お
よ
び
資
料
の

�修理�

新補

図１ 修理図解
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提
供
を
い
た
だ
い
た
、
宗
教
法
人
正
念
寺
お
よ
び
財
団
法
人
美
術
院
に
感
謝
の

意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
内
田
九
州
男
「
城
下
町
大
阪
」（『
日
本
名
城
集
成
大
阪
城
』
小
学
館

一
九
八
五
）。

（
２
）
井
上
正
雄
『
大
阪
府
全
志
』
巻
之
二
（
大
阪
府
全
志
発
行
所

一
九
二
二

復
刻

は
清
文
堂
出
版

一
九
八
五
）
四
七
〇
頁
。

（
３
）
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』（『
続
浄
土
宗
全
書
』
一
八
巻

宗
書
刊
行
会

一
九
二
四
〜

一
九
二
九
）
七
〇
二
頁
。

（
４
）
大
阪
市
教
育
委
員
会
『
大
阪
市
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
二
九

大
阪
市
内
所
在

の
仏
像
・
仏
画

正
念
寺
の
仏
像
に
つ
い
て
』（
二
〇
〇
一
）。

（
５
）
大
阪
市
教
育
委
員
会
『
大
阪
の
歴
史
と
文
化
財
』
第
一
五
号
（
二
〇
〇
五
）
三
四

〜
三
五
頁
。

（
す
ず
き

し
ん
い
ち
／
大
阪
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

主
任
学
芸
員
）

図３ 全影 修理前

図２ 解体

図４ 全影 修理後
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図５ 右側 修理前

図７ 背面 修理前

図６ 右側 修理後

図８ 背面 修理後
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